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外国人労働者の強制社会 
保険のアップデート

外国人労働者の強制社会保険料の引き上げ

ベトナム社会保険法に基づく外国人労働者の強制社会保険料率が2022年1月より引き上げられます。

ベトナムで働く外国人労働者の権利と義務を確保し、現地採用者との条件を平等にするため、外国人労働
者に対して強制社会保険を導入することが求められます。これにより、資格を満たす場合に社会保険のメリ
ットを享受することができます。一方で、社会保険に加入することで、2022年1月以降、雇用主にとっては人
件費が増加し、契約条件によっては従業員の手取り収入が減少する可能性があります。

政令No143/2018/ND-CPにより導入された外国人労働者のための社会保険制度は、2018年12月より有効
となり、特定の条件で働く外国人労働者は、ベトナムでの強制社会保険制度の対象となりました。同制度
は、無期限もしくは1年以上の労働契約を締結し、ベトナムの管轄当局により発行された労働許可証もしく
は実習証明書を有する外国人労働者に適用されています。同政令により多くの外国人労働者が社会保険
制度の対象となっていますが、企業内異動者及びベトナム法令での定年に達した外国人労働者は対象外
となっています。

外国人労働者に適用される社会保険料率と条件は以下のとおりです。

雇用主負担の社会保険料率 従業員負担の社会保険料率 給付金制度

2018年12月から 
2021年12月

3.5% - 疾病及び妊娠出産基金

2022年1月以降

17.5%

労働災害や疾病のリスクが高い
産業では17.3%

8%
疾病及び妊娠出産基金、
退職・遺族年金

 2021年7月から2022年6月までの期間は、Covid-19の流行に対する対応策として、決議68/NQ-CPに基づき
雇用主の社会保険料率は0.5%引き下げられます。また、年金制度については、一定の条件の下で一時金と
して支払うことが可能です。
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社会保険料の算出基礎額は、労働契約で規定される基本給、賃金性手当及びその他の補充額の合計とな
ります。算出基礎額は政府が規定する公務員の最低賃金（1,490,000VND/月）の20倍が上限となりますが、
当該金額は将来上昇していくことが予想されます。

社会保険の対象となる外国人労働者を有する企業にとっては、現在の報酬制度及び社会保険義務の確認、
同制度の対象となることで増加する人件費の見積りなど、効果的な戦略を検討することが必要になります。
ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
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